
社会福祉法人多花楽会役員・評議員報酬に関する規程  
（目 的） 
第１条 この規程は、社会福祉法人多花楽会役員及び評議員の報酬を定めることを目的とす

る。 
２ 前項の役員及び評議員とは定款第６条及び第１６条により選任された、理事、監事
及び評議員をいう。  

（役員等報酬） 
第２条 役員及び評議員が法人運営の円滑な業務遂行のため、報酬を支給するものとする。     ただし、理事長職においては支給表のとおり、毎月支給するものとする。  
（役員等の報酬支給額） 
第３条 理事、監事及び評議員が会議１回の出席につき、報酬支給表により、年１回支給す

るものとする。   ２ 前項にかかわらず、理事長においては、報酬支給表に掲げる額を毎月支給するもの
とする。 
３ 理事、評議員において公職にあるものは支給しない。  

報酬支給表 
役 職 支給額 備    考 
理 事 長 ５０，０００円 毎月支給 
理  事 ３，０００円 理事会に１回の出席につき 
監  事 ３，０００円 理事会・監事会に１回の出席につき 
評 議 員 ３，０００円 評議員会に１回の出席につき  
（その他） 
第４条 この規程に定めない事項については、理事長がこれを定め支給することができる。  

附  則 
平成１６年４月１日から施行する。    平成２７年４月１日から施行する。    平成２９年４月１日から施行する。 


